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医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について

６） 採血、検査についての説明
採血、検査説明については、保健師助産師看護師法及び臨床検
査技師等に関する法律（昭和３３年法律第７６号）に基づき、医師等
の指示の下に看護職員及び臨床検査技師が行うことができることと
されているが、医師や看護職員のみで行っている実態があると指摘
されている。
医師と看護職員及び臨床検査技師との適切な業務分担を導入す
ることで、医師等の負担を軽減することが可能となる。

【厚生労働省通知】

臨床検査技師による「検査説明」



岩手県立病院における検査説明について

１．検査結果についての説明
＜基本的考え方＞
・患者個々の検査結果に関して診断と
治療に関す説明は行わない

・検査目的、項目（略称）の意味、基準値や
Ｈ・Ｌ、単位などについて説明する

２．検査内容等に関する説明
・生理検査実施前の説明
・ドック受診者への項目説明
・チーム医療での検査説明（糖尿病関連等）
・院内全体での患者向け健康教室等への参画
・施設が行う地域での健康講演会等への参画

 

検査項目等について詳しく 

知りたい方は申し出ください 

～私たち臨床検査技師が説明いたします～

血液検査、尿検査等について検査目的,略語（BUN,Cre・・）,

基準値,検査結果の H・L などの解説を詳しくお知りになりた

い方はお近くの 看護師、医療クラーク、外来受付等の医療

スタッフ にお申し出ください。 

 

               
 

ただし、診断や治療等に係る説明は 

できませんのでご了承ください 

 

中央病院 中央検査部      

検査項目って 

聞きなれなくて 

難しいですよね 



【検査説明実施状況】

数字：施設数

患者個々に結果
の見方等説明

現在は９施設
中央、大船渡、胆沢、磐井、
高田、千厩、久慈、中部、一

戸

平成30年5月現在

９
９

患者説明 ﾄﾞｯｸﾞ説明


